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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向して平行に位置する一対の平板状のフランジ部が一体的に形成されてなる構
造の接合部材Ａに対して、その対向するフランジ部間に、互いに対向して平行に位置して
長手方向に延びる面板部を有する長手の中空の接合部材Ｂの端部を嵌め込み、摩擦撹拌接
合して、それら２種の接合部材からなる接合製品を製造する方法であって、
　前記中空接合部材Ｂとして、前記面板部の対向面間に設けられて、長手方向に互いに平
行に延びる複数のリブにて、該面板部がそれぞれ一体的に連結されていると共に、該面板
部の、該複数のリブが配設された部位の外表面に、先端部が平坦化された凸部が、該複数
のリブに沿って長手方向の全長に亘ってそれぞれ一体的に形成された長手の形材を用い、
該中空接合部材Ｂの接合すべき端部を、前記接合部材Ａの一対のフランジ部間に嵌め込ん
で、該接合部材Ａのフランジ部と該中空接合部材Ｂの面板部とをそれぞれ重ね合わせる一
方、該一対のフランジ部間に嵌め込まれていない該中空接合部材Ｂの面板部の外表面部位
に設けられた前記凸部を外側に露呈せしめて、視認可能とした状態下において、摩擦撹拌
接合工具のプローブを、その軸周りに回転させつつ、該接合部材Ａのフランジ部を通じて
、該中空接合部材Ｂの前記凸部のそれぞれに差し込み、該凸部のそれぞれに沿って移動せ
しめることにより、該接合部材Ａと該中空接合部材Ｂの重ね摩擦撹拌接合を行って、該中
空接合部材Ｂの長手方向に延びる複数の接合部を形成することを特徴とする接合製品の製
造方法。
【請求項２】
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　前記中空接合部材Ｂの前記面板部に設けられた前記凸部のそれぞれが、矩形断面乃至は
台形断面を有しており、それら各凸部における先端部の幅が、前記プローブの直径よりも
２ｍｍ以上大きく、且つ前記リブの厚み以下とされている一方、各凸部における基部の幅
が、該先端部の幅と同じかそれよりも大きくされている請求項１に記載の接合製品の製造
方法。
【請求項３】
　前記中空接合部材Ｂの各リブの厚みが、前記プローブの直径よりも２ｍｍ以上大きく、
且つそれら各リブの合計厚みが、該中空接合部材Ｂの前記面板部を連結する外壁部間の距
離の１／２以下とされている請求項１又は請求項２に記載の接合製品の製造方法。
【請求項４】
　前記接合部材Ａの前記フランジ部間に、前記凸部の形成された中空接合部材Ｂを嵌入せ
しめて、該接合部材Ａのフランジ部と該中空接合部材Ｂの面板部とをそれぞれ重ね合わせ
るに際し、該接合部材Ａのフランジ部と該中空接合部材Ｂの凸部との間隙が、０．０５～
０．５ｍｍとされる請求項１乃至請求項３の何れか１項に記載の接合製品の製造方法。
【請求項５】
　前記接合部材Ａとして、前記フランジ部の対向方向内側に位置する角部に、面取り加工
を施したものを用いる請求項１乃至請求項４の何れか１項に記載の接合製品の製造方法。
【請求項６】
　前記フランジ部の端面と前記面取り加工によって形成された面との為す面取り角度が、
１５°～４５°であり、且つ、該面取り加工によって、該フランジ部の先端部の厚みが、
元の厚みの８０％以下とされる請求項５に記載の接合製品の製造方法。
【請求項７】
　互いに対向して平行に位置する一対の平板状のフランジ部が一体的に形成されてなる構
造の接合部材Ａに対して、その対向するフランジ部間に、互いに対向して平行に位置して
長手方向に延びる面板部を有する長手の中空接合部材Ｂの端部を嵌め込んで、摩擦撹拌接
合してなる接合構造であって、
　前記中空接合部材Ｂとして、前記面板部の対向面間にそれぞれ設けられて、長手方向に
互いに平行に延びる複数のリブにて、該面板部がそれぞれ一体的に連結されていると共に
、該面板部の、該複数のリブが配設された部位の外表面に、先端部が平坦化された凸部が
、該複数のリブに沿って長手方向の全長に亘ってそれぞれ一体的に形成された長手の形材
が用いられ、該中空接合部材Ｂが、その接合すべき端部において、前記接合部材Ａの一対
のフランジ部間に嵌め込まれて、該接合部材Ａのフランジ部と該中空接合部材Ｂの面板部
とがそれぞれ重ね合わされる一方、該一対のフランジ部間に嵌め込まれていない該中空接
合部材Ｂの面板部の外表面部位に設けられた前記凸部を外側に露呈せしめて、視認可能と
した状態において、該接合部材Ａと該中空接合部材Ｂとが、該中空接合部材Ｂの該凸部に
沿って重ね摩擦撹拌接合されて、複数の接合部が該中空接合部材Ｂの長手方向に延びるよ
うに形成されていることを特徴とする接合構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接合製品の製造方法及び接合構造に係り、特に、押出形材等の接合部材を接
合して、剛性のある構造部材、例えば、自動車のフレーム等として有利に用いられる接合
製品を製造する方法、並びに自動車のフレーム構造等において有利に採用される接合構造
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、自動車業界においては、地球環境の保護や省エネルギー化の観点から、低燃
費化が要求されている。この低燃費化の要求を満たすためには、自動車の軽量化が不可欠
となってきている。
【０００３】
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　例えば、近年においては、自動車のフレーム構造として、アルミニウム合金製の中空押
出形材を用いたスペースフレーム構造が採用されるようになってきている。このようなス
ペースフレームを製造するに際しては、押出形材同士を接合する必要があり、押出形材同
士の接合構造や接合方法等が種々検討されてきている。例えば、特許文献１には、中空押
出形材等の金属製部材の少なくとも一方に、嵌合用の切り欠きを設け、かかる切り欠きに
おいて金属製部材同士を嵌合して、２つの部材を交差せしめ、そして、金属部材の突き合
わせ部を外方から摩擦撹拌接合することにより、２つの中空押出形材を接合している。
【０００４】
　しかしながら、かかる特許文献１の手法では、コーナー部に対して接合用ツールを作用
させることができないという摩擦撹拌接合法の固有の理由から、クロス嵌合部のうち、突
き合わせ状態となる部分に対してだけしか摩擦撹拌接合を行うことができず、十分な強度
を確保することができないといった問題があった。このため、特許文献２においては、こ
の問題を解消するべく、クロス嵌合部の内部に中子を配置し、嵌合させた部材を、それぞ
れ、中子と摩擦撹拌接合することによって、中子を介して、両部材を接合する方法が明ら
かにされている。しかし、このように中空押出形材に中子を配置して接合する場合、押出
形材に中子を挿入する作業が極めて煩雑であると共に、作業工数が増加し、生産性が著し
く低下するといった問題がある。
【０００５】
　また、特許文献３には、角パイプ同士を突き合わせて、その突き合わせ部を摩擦撹拌接
合する手法が明らかにされている。しかし、特許文献３に記載の手法では、角パイプ同士
を摩擦撹拌接合できる箇所が、突き合わせ部に限られてしまうため、接合部を増やして、
接合信頼性の更なる向上を図ることは困難であった。
【０００６】
　また更に、特許文献４には、第一の部材と第二の部材を摩擦撹拌接合するに際し、第一
の部材として板材及び第二の部材としてリブ部を有する押出形材をそれぞれ用いて、それ
らを重ね合わせ、そして、第一の部材の該表面側から、第二の部材の該リブ部の形成され
た部位に摩擦撹拌接合工具のプローブを所定の差し込み位置となるように差し込んで、重
ね摩擦撹拌接合を行うことにより、座屈等による欠陥の発生が有利に防止された接合製品
が得られることが明らかにされている。しかしながら、かかる特許文献４においては、一
つの板状部を有する第一の部材とリブ部を有する第二の部材との接合構造が明らかにされ
ているにすぎず、平行に延びる一対のフランジ部を有する部材と中空部材との接合や、Ｔ
字状やＬ字状等に交差された部材の接合については、何等明らかにされてはいない。また
、特許文献４では、リブ部の形成された押出形材上に、板材を重ね合わせ、その板材上か
ら摩擦撹拌接合工具のプローブを差し込んで、摩擦撹拌接合を行うようにしているところ
から、押出形材の外表面に歪みや凹凸があると、接合が不完全となって、健全な接合部が
得られないおそれがあり、形材の平坦度の影響を受けるといった問題があった。加えて、
押出形材に形成されたリブ部は、外側から視認することができないため、接合に先立って
、板材の外表面に、接合すべき部位（リブ部の形成部位）を示す、何らかの目印をつける
必要があり、それが生産効率を著しく低下させる原因となっていたのである。
【０００７】
【特許文献１】特開平９－３２３１７９号公報
【特許文献２】特開平１１－５９４８４号公報
【特許文献３】特開２００３－２３６６８３号公報
【特許文献４】特開２００５－３２９４５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にして為されたものであって、その解決す
べき課題とするところは、接合信頼性の高められた接合製品を、容易に製造する方法を提
供すること、並びに、接合信頼性の高められた接合構造を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そして、かかる課題の解決のために、本発明の要旨とするところは、互いに対向して平
行に位置する一対の平板状のフランジ部が一体的に形成されてなる構造の接合部材Ａに対
して、その対向するフランジ部間に、互いに対向して平行に位置して長手方向に延びる面
板部を有する長手の中空の接合部材Ｂの端部を嵌め込み、摩擦撹拌接合して、それら２種
の接合部材からなる接合製品を製造する方法であって、前記中空接合部材Ｂとして、前記
面板部の対向面間に設けられて、長手方向に互いに平行に延びる複数のリブにて、該面板
部がそれぞれ一体的に連結されていると共に、該面板部の、該複数のリブが配設された部
位の外表面に、先端部が平坦化された凸部が、該複数のリブに沿って長手方向の全長に亘
ってそれぞれ一体的に形成された長手の形材を用い、該中空接合部材Ｂの接合すべき端部
を、前記接合部材Ａの一対のフランジ部間に嵌め込んで、該接合部材Ａのフランジ部と該
中空接合部材Ｂの面板部とをそれぞれ重ね合わせる一方、該一対のフランジ部間に嵌め込
まれていない該中空接合部材Ｂの面板部の外表面部位に設けられた前記凸部を外側に露呈
せしめて、視認可能とした状態下において、摩擦撹拌接合工具のプローブを、その軸周り
に回転させつつ、該接合部材Ａのフランジ部を通じて、該中空接合部材Ｂの前記凸部のそ
れぞれに差し込み、該凸部のそれぞれに沿って移動せしめることにより、該接合部材Ａと
該中空接合部材Ｂの重ね摩擦撹拌接合を行って、該中空接合部材Ｂの長手方向に延びる複
数の接合部を形成することを特徴とする接合製品の製造方法にある。
【００１０】
　なお、かかる本発明に従う接合製品の製造方法の好ましい態様によれば、前記中空接合
部材Ｂの前記面板部に設けられた前記凸部のそれぞれが、矩形断面乃至は台形断面を有し
ており、それら各凸部における先端部の幅が、前記プローブの直径よりも２ｍｍ以上大き
く、且つ前記リブの厚み以下とされる一方、各凸部における基部の幅が、該先端部の幅と
同じかそれよりも大きくされる。
【００１１】
　また、本発明に従う接合製品の製造方法における別の好ましい態様の一つによれば、前
記中空接合部材Ｂの各リブの厚みが、前記プローブの直径よりも２ｍｍ以上大きく、且つ
それら各リブの合計厚みが、該中空接合部材Ｂの前記面板部を連結する外壁部間の距離の
１／２以下とされる。
【００１２】
　さらに、本発明に従う接合製品の製造方法における望ましい態様の一つによれば、前記
接合部材Ａの前記フランジ部間に、前記凸部の形成された中空接合部材Ｂを嵌入せしめて
、該接合部材Ａのフランジ部と該中空接合部材Ｂの面板部とをそれぞれ重ね合わせるに際
し、該接合部材Ａのフランジ部と該中空接合部材Ｂの凸部との間隙が、０．０５～０．５
ｍｍとされる。
【００１３】
　加えて、本発明に従う接合製品の製造方法における他の望ましい態様の一つによれば、
前記接合部材Ａとして、前記フランジ部の対向方向内側に位置する角部に、面取り加工を
施したものが用いられる。
【００１４】
　また更に、本発明に従う接合製品の製造方法における更に別の好ましい態様の一つによ
れば、前記フランジ部の端面と前記面取り加工によって形成された面との為す面取り角度
が、１５°～４５°であり、且つ、該面取り加工によって、該フランジ部の先端部の厚み
が、元の厚みの８０％以下とされる。
【００１５】
　そして、本発明においては、互いに対向して平行に位置する一対の平板状のフランジ部
が一体的に形成されてなる構造の接合部材Ａに対して、その対向するフランジ部間に、互
いに対向して平行に位置して長手方向に延びる面板部を有する長手の中空接合部材Ｂの端
部を嵌め込んで、摩擦撹拌接合してなる接合構造であって、前記中空接合部材Ｂとして、
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前記面板部の対向面間にそれぞれ設けられて、長手方向に互いに平行に延びる複数のリブ
にて、該面板部がそれぞれ一体的に連結されていると共に、該面板部の、該複数のリブが
配設された部位の外表面に、先端部が平坦化された凸部が、該複数のリブに沿って長手方
向の全長に亘ってそれぞれ一体的に形成された長手の形材が用いられ、該中空接合部材Ｂ
が、その接合すべき端部において、前記接合部材Ａの一対のフランジ部間に嵌め込まれて
、該接合部材Ａのフランジ部と該中空接合部材Ｂの面板部とがそれぞれ重ね合わされる一
方、該一対のフランジ部間に嵌め込まれていない該中空接合部材Ｂの面板部の外表面部位
に設けられた前記凸部を外側に露呈せしめて、視認可能とした状態において、該接合部材
Ａと該中空接合部材Ｂとが、該中空接合部材Ｂの該凸部に沿って重ね摩擦撹拌接合されて
、複数の接合部が該中空接合部材Ｂの長手方向に延びるように形成されていることを特徴
とする接合構造をも、その要旨とするものである。
                                                                                
【発明の効果】
【００１６】
　このように、本発明に従う接合製品の製造方法にあっては、接合されるべき一方の接合
部材として、互いに対向して平行に延びる平板状のフランジ部が一体的に形成されてなる
構造の接合部材Ａが用いられている一方、他方の接合部材として、互いに対向して平行に
位置する面板部を有し、且つ、その対向面間に設けられた複数のリブにて各面板部がそれ
ぞれ一体的に連結されていると共に、各面板部の、複数のリブが配設された部位の外表面
（リブが形成された面とは反対側の面）に、先端部が平坦化された凸部が、複数のリブに
沿ってそれぞれ一体的に形成された中空の接合部材Ｂが用いられている。このため、接合
部材Ａのフランジ部間に、中空接合部材Ｂを嵌め込んで、接合部材Ａの各フランジ部と中
空接合部材Ｂの各面板部とをそれぞれ重ね合わせて、摩擦撹拌接合を実施すると、接合時
の面圧が、平坦化された先端部の各凸部に集中し、各面板部の平坦度に影響を受けずに接
合することができる。その結果、健全な接合部を有する接合製品が有利に製造され得るの
である。
【００１７】
　また、本発明においては、摩擦撹拌接合工具のプローブを、接合部材Ａのフランジ部を
通じて、中空接合部材Ｂの、リブが形成された面とは反対側の面に形成された各凸部に差
し込むようにしているところから、中空接合部材Ｂの中空部内に中子を配置しなくとも、
リブが、中子等の裏当て治具の役割を奏し、座屈の発生が有利に防止され得るようになっ
ている。従って、中空部内に中子を挿入する作業が不要となって、摩擦撹拌接合を容易に
行うことができる。
【００１８】
　しかも、本発明においては、中空接合部材Ｂの面板部の外表面に形成された各凸部が目
印となって、外側からでも、リブの配設された部位を容易に確認することができるといっ
た利点も享受される。
【００１９】
　加えて、本発明では、対向配置された各面板部に、それぞれ、複数の凸部が形成されて
いるところから、各面板部とそれに重ね合わされた各フランジ部とが、それぞれ、複数の
箇所において重ね接合されるようになっている。その結果、強固な、接合信頼性がより一
層高められた接合製品を製造することが可能となっているのである。
【００２０】
　また、本発明に従う接合構造にあっては、中空接合部材Ｂの対向する面板部が、それぞ
れ、複数箇所において、接合部材Ａのフランジ部に重ね接合されているところから、上述
の如き効果が悉く享受され、接合信頼性の高められたものとなっている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施の形態について、図面
を参照しつつ、詳細に説明することとする。
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【００２２】
　先ず、図１及び図２には、本発明に従って製造される接合製品の一実施形態が、斜視形
態及び平面形態とにおいて、それぞれ、概略的に示されている。それらの図からも明らか
なように、接合製品１０は、接合部材Ａであるフランジ付押出形材１２と、中空接合部材
Ｂであるリブ付中空押出形材１４が互いに組み付けられ、一体的に接合されてなる構造を
有している。
【００２３】
　より具体的には、フランジ付押出形材１２は、全体として、長手の角パイプ状の基部１
３を有し、その基部１３の一方の側面板１８ｃから外方（図１中、右方向）に向かって突
出するように、互いに対向して平行に延びる一対の平板状のフランジ部１６ａ，１６ｂが
、上下方向に所定の間隔をあけて一体的に設けられてなる構造の押出形材である。ここで
は、フランジ部１６ａ，１６ｂの厚みが、それぞれ、基部１３の上下の面板１８ａ，１８
ｂの厚みと同一とされ、且つ、フランジ部１６ａと上面板１８ａ、及び、フランジ部１６
ｂと下面板１８ｂが、それぞれ、面一とされている。
【００２４】
　なお、かかるフランジ部１６ａ，１６ｂの厚みや突出長さは、適宜に設定され得るもの
であり、特に制限されるものではないものの、その厚みは、重ね接合を行う観点から、少
なくとも、摩擦撹拌接合に用いられる摩擦撹拌接合工具のプローブの長さよりも小さくさ
れる必要があり、ここでは、１～５ｍｍ程度とされている。また、フランジ部１６ａ，１
６ｂの突出長さは、あまりにも短かすぎると、接合部の接合長さを十分に確保することが
できず、接合強度が低下するおそれがあるところから、ここでは、１０～５０ｍｍ程度と
されている。
【００２５】
　一方、上記フランジ付押出形材１２と接合されるリブ付中空押出形材１４は、全体とし
て、長手の断面矩形状を呈する中空構造の押出形材である。より詳細には、接合製品１０
の断面図が図３に示されているのであるが、リブ付中空押出形材１４は、上下方向に所定
の間隔をあけて、互いに対向して平行に位置する一対の平板状の面板部（上面板部２０ａ
、下面板部２０ｂ）と、それら上下面板部２０ａ，２０ｂの幅方向（図３中、左右方向）
の端部同士をそれぞれ連結する平板状の外壁部（左外壁部２２ａ、右外壁部２２ｂ）と、
上下面板部２０ａ，２０ｂの対向面間に略垂直に設けられた、それら上下面板部２０ａ，
２０ｂを連結する複数（ここでは、２つ）のリブ２４ａ，２４ｂとを有して構成されてい
る。また、かかるリブ２４ａ，２４ｂは、左右外壁部２２ａ，２２ｂの間に所定の間隔を
あけて設けられており、そのため、リブ付中空押出形材１４は、その内部空間が２つの内
壁状のリブ２４ａ，２４ｂで３つに仕切られた状態となっており、その断面形状は、略「
目」の字状（図３では、「目」の字が９０°回転された状態）とされている。
【００２６】
　そして、本実施形態においては、かかるリブ２４ａ，２４ｂの厚み：Ｔａ，Ｔｂが、そ
れぞれ、摩擦撹拌接合で用いられる摩擦撹拌接合工具のプローブの直径：Ｒよりも２ｍｍ
以上大きくなるようにされている。具体例を挙げると、使用するプローブの直径が２．５
ｍｍの場合には、リブ２４ａ，２４ｂの厚み：Ｔａ，Ｔｂが、４．５ｍｍ（＝２．５ｍｍ
＋２ｍｍ）以上となるように設定されているのである。この理由は、摩擦撹拌接合による
撹拌領域が、一般に、プローブの直径：Ｒよりも２ｍｍ以上となるからであり、例えば、
リブ２４ａ，２４ｂの厚みがＲ＋２ｍｍに満たない場合には、撹拌領域がリブ２４ａ，２
４ｂにまで及ぶと、摩擦撹拌されたメタルが、リブ付中空押出形材１４のリブ２４ａ，２
４ｂと上下面板部２０ａ，２０ｂとの各連結部（コーナー部）２６に膨出したり、はみ出
て、接合部２８にメタル不足が生じ、これにより、接合部２８内部に、ポロシティや空洞
が形成される等して、接合不完全部が形成され、所望とする十分な接合強度を実現し得な
いおそれがあるからである。また、撹拌領域がリブ２４ａ，２４ｂにまで及ばない場合で
あっても、リブ２４ａ，２４ｂがあまりにも薄すぎると、接合時に加えられる荷重に耐え
きれず、座屈するおそれもあるからである。
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【００２７】
　また更に、本実施形態においては、接合製品１０の軽量化の観点から、リブ２４ａ，２
４ｂの合計厚み（Ｔａ＋Ｔｂ）が、左右外壁部２２ａ，２２ｂの対向面間の距離：Ｄの１
／２以下となるように設定されている。
【００２８】
　また、リブ付中空押出形材１４には、上述のリブ２４ａ，２４ｂが形成された部位に対
応する上下面板部２０ａ，２０ｂの外表面に、それぞれ２つずつ、凸部（凸条）３０が、
リブ２４ａ，２４ｂに沿って長手方向（図３における紙面に垂直な方向で、図２における
左右方向）に延出するように一体的に設けられており、この凸部３０を目印にして、摩擦
撹拌接合工具のプローブが差し込まれて、線状の各接合部２８が形成されている。このリ
ブ付中空押出形材１４に設けられた各凸部３０は、図４に拡大して示されるように、先端
部３１が平坦化されている。このため、摩擦撹拌接合時に、摩擦撹拌接合工具からの押圧
力を平坦化された突出端面で有利に受けることができ、接合時の面圧が各凸部３０に集中
すると共に、形材の平坦度（上下面板部２０ａ，２０ｂの平坦度）に左右されずに接合す
ることが可能となり、ひいては、健全な接合部を有する接合製品が製造されることとなる
のである。
【００２９】
　なお、そのような各凸部３０の形状や大きさは、使用する摩擦撹拌接合工具のプローブ
に応じて適宜に設定されるのであるが、ここでは、摩擦撹拌接合時の面圧が各凸部３０に
集中するところから、各凸部３０の形状が、断面四角形状、特に、断面矩形状とされてい
る。また、各凸部３０の断面における幅：Ｗａ，Ｗｂは、摩擦撹拌接合で用いられる摩擦
撹拌接合工具のプローブの直径：Ｒよりも２ｍｍ以上大きくされている。これは、摩擦撹
拌接合による撹拌領域が、一般に、プローブの直径：Ｒよりも２ｍｍ以上となるからであ
り、各凸部３０の断面における幅：Ｗａ，Ｗｂが、Ｒ＋２ｍｍに満たない場合には、摩擦
撹拌されたメタルが、各面板部２０ａ，２０ｂとフランジ付押出形材１２の各フランジ部
１６ａ，１６ｂとの間にそれぞれ形成される各空隙部３２の方に逃げて肉洩れが惹起され
、以て、接合部２８にメタル不足が生じて、これにより、各接合部２８内部に、ポロシテ
ィや空洞が形成される等して、接合不完全部が形成され、所望とする十分な接合強度が得
られないおそれがあるからである。
【００３０】
　また、各凸部３０の幅：Ｗａ，Ｗｂは、健全な接合部を得るべく、何れも、対応するリ
ブの厚み：Ｔａ，Ｔｂと同じか、それよりも小さくされていることが望ましい。なぜなら
、各凸部３０の幅：Ｗａ，Ｗｂが、リブの厚み：Ｔａ，Ｔｂに比して、あまりにも大きく
なりすぎると、凸部３０を目印にして、摩擦撹拌接合工具のプローブを差し込んでも、摩
擦撹拌接合工具のプローブの差し込み位置が、リブ２４ａ，２４ｂの配設位置からずれる
おそれがあり、その結果、接合時の荷重をリブ２４ａ，２４ｂで支持することができなく
なって、リブ付中空押出形材１４が座屈して、健全な接合部が得られなくなるおそれがあ
るからである。
【００３１】
　さらに、ここでは、同一の面板部上に設けられた各凸部３０の突出高さ：Ｈが、嵌入後
のガタツキを防止して、リブ付中空押出形材１４がフランジ付き押出形材１２のフランジ
部１６ａ，１６ｂ間に安定して配置され得るように、何れも同じ高さとされている。この
突出高さ：Ｈは、特に制限されるものではないものの、凸部３０による効果を有利に得る
には、一般に、０．１５～０．５ｍｍ程度とされることが望ましい。
【００３２】
　なお、上記したフランジ付押出形材１２及びリブ付中空押出形材１４は、同材質のもの
であっても、或いは異なる材質のものであっても何等差し支えない。また、それら形材の
材質としても、特に限定されるものではなく、例えば、アルミニウムやアルミニウム合金
、マグネシウム、マグネシウム合金、銅、銅合金等の、摩擦撹拌接合が可能な公知の材料
を挙げることが出来、それら材料が適宜に選択されて、用いられることとなる。そして、
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その中でも、特に、アルミニウム合金を採用する場合には、時効処理によって強度を高め
ることが可能な、Ａｌ－Ｃｕ－Ｍｇ系（２０００系）、Ａｌ－Ｍｇ－Ｓｉ系（６０００系
）、Ａｌ－Ｚｎ－Ｍｇ系（７０００系）の熱処理型Ａｌ合金が、有利に用いられ得るので
ある。
【００３３】
　かくして、上述の如きフランジ付押出形材１２及びリブ付中空押出形材１４を用いて、
本実施形態に係る接合製品１０を製造するには、例えば、以下の如き手法に従って実施さ
れることとなる。
【００３４】
　先ず、フランジ付押出形材１２とリブ付中空押出形材１４とを準備して、図５に示され
るように、それぞれ、フランジ部１６ａ，１６ｂの対向方向が上下方向となるように、ま
た、凸部３０が形成された上下面板部２０ａ，２０ｂが上下に位置するように、それらフ
ランジ付押出形材１２とリブ付中空押出形材１４を配置する。そして、何れか一方或いは
両方を相対的に動かして、フランジ付押出形材１２のフランジ部１６ａ，１６ｂの間に、
リブ付中空押出形材１４の接合すべき端部を、その切断面３４がフランジ付押出形材１２
の側面板１８ｃに当接するまで嵌入せしめることにより、フランジ付押出形材１２とリブ
付中空押出形材１４とを組み付けて、Ｔ字状に交差させる（図６参照）。ここでは、リブ
付中空押出形材１４の切断面３４が、上下面板部２０ａ，２０ｂ及び左右外壁部２２ａ，
２２ｂの何れの面に対しても垂直となっており、このため、リブ付中空押出形材１４の切
断面３４を、フランジ付押出形材１２の側面板１８ｃに当接させると、フランジ付押出形
材１２に対して、リブ付中空押出形材１４が直角に配置されるようになっている。また、
リブ付中空押出形材１４を、上下に配置されたフランジ部１６ａ，１６ｂ間に嵌め込むこ
とにより、図６に示されるように、フランジ部１６ａと上面板部２０ａ、及び下面板部２
０ｂとフランジ部１６ｂが、それぞれ、嵌め込まれた部分において、上下に重ね合わされ
る。このとき、嵌入されたリブ付中空押出形材１４の上下面板部２０ａ，２０ｂには、そ
れぞれ、幅方向に所定の間隔をあけて、凸部３０が複数設けられているところから、凸部
３０が１つしか設けられていないときとは異なり、リブ付中空押出形材１４が、フランジ
部１６ａ，１６ｂ間内でガタつくようなことが有利に防止されている。
【００３５】
　なお、リブ付中空押出形材１４を嵌め込むに際して、フランジ部１６ａ，１６ｂの対向
面間の距離は、リブ付中空押出形材１４が容易に挿入され得るように、リブ付中空押出形
材１４の外形寸法（上面板部２０ａに設けられた凸部３０の先端部３１から下面板部２０
ｂに設けられた凸部３０の先端部３１までの距離）よりも大きくされることが望ましい。
より詳細には、フランジ付押出形材１２のフランジ部１６ａ，１６ｂ間に、リブ付中空押
出形材１４を嵌入せしめる際に、フランジ部１６ａの内側の面と上面板部２０ａの凸部３
０の突出端面との間の間隙（クリアランス）の大きさ：Ｇ（図７及び図８参照）が、０．
０５～０．５ｍｍ、より好ましくは０．０５～０．３ｍｍとされることが望ましい。この
理由は、間隙の大きさ：Ｇが０．０５未満であると、フランジ部１６ａ，１６ｂ間に、リ
ブ付中空押出形材１４を嵌め込むことが困難となるからであり、また０．５ｍｍを超える
と、摩擦撹拌接合時に、摩擦撹拌されたメタルが間隙から逃げてしまい、メタル不足を惹
起するおそれがあるからである。
【００３６】
　そして、フランジ付押出形材１２のフランジ部１６ａ，１６ｂ間に上下面板部２０ａ，
２０ｂを嵌入せしめ、フランジ部１６ａ，１６ｂと上下面板部２０ａ，２０ｂとを重ね合
わせた後、フランジ付押出形材１２とリブ付中空押出形材１４とが相互に動かないように
、クランプ等の固定手段（図示せず）で固定する。次いで、従来と同様な摩擦撹拌接合工
具３６を用いて、従来と同様にして、摩擦撹拌接合を実施するのである。なお、ここでは
、摩擦撹拌接合工具３６として、ロッド状のショルダ部材３８の先端部に同軸的に且つ一
体的に設けた所定長さのピン状のプローブ４０を備えてなるものが用いられ、かかる摩擦
撹拌接合工具３６を、その軸周りに高速回転せしめつつ、図７及び図８に示されるように
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、リブ付中空押出形材１４の各凸部３０乃至は各リブ２４ａ，２４ｂに向かって移動させ
ることにより、摩擦撹拌接合工具３６のプローブ４０を、フランジ付押出形材１２のフラ
ンジ部１６ａ，１６ｂの外表面側から押し付けて、ショルダ部材３８の先端面（ショルダ
面）がフランジ部１６ａ，１６ｂの外表面に当接するまで、差し込むようにするのである
。これにより、プローブ４０が、図９に拡大して示されるように、フランジ部１６ａ，１
６ｂを厚さ方向に貫通して、リブ付中空押出形材１４の上下面板部２０ａ，２０ｂに形成
された各凸部３０に差し込まれることとなる。この際、フランジ部１６ａ，１６ｂに重ね
合わされた部分の各凸部３０は、フランジ部１６ａ，１６ｂの存在により、視認できない
が、各凸部３０は、リブ付中空押出形材１４の長手方向の全長に亘って形成されていると
ころから、フランジ部１６ａ，１６ｂ間に嵌め込まれていない部分については、各凸部３
０を視認することができ、これが目印となって、フランジ部１６ａ，１６ｂの外表面上に
印をつけなくても、フランジ部１６ａ，１６ｂを通じて各凸部３０に、プローブ４０を容
易に差し込むことができるようになっている。
【００３７】
　そして、プローブ４０を差し込むことにより、高速回転せしめられるプローブ４０とフ
ランジ部１６ａ，１６ｂ及び各凸部３０との接触部、及び、高速回転せしめられるショル
ダ部材３８のショルダ面とこのショルダ面によって押圧されるフランジ部１６ａ，１６ｂ
との接触部において、摩擦熱が発生して、その周囲が可塑化され、塑性流動せしめられる
一方、プローブ４０の高速回転に伴う撹拌作用にて、重ね合わされた二つの形材の組織が
入り交じり合わされ、プローブ４０の周りに摩擦撹拌領域４２が形成され、引き続き、プ
ローブ４０を差し込んだ状態で、摩擦撹拌接合工具３６（プローブ４０）を、各凸部３０
に沿って、各凸部３０の延出方向（リブ付中空押出形材１４の長手方向）に相対的に移動
させて、摩擦撹拌領域４２を、各凸部３０の延出方向に延びるように形成することによっ
て、フランジ付押出形材１２とリブ付中空押出形材１４とが、線接合されるのである。こ
のような摩擦撹拌接合操作によって、フランジ付押出形材１２とリブ付中空押出形材１４
とが、嵌合された部分において重ね接合され、図１～図３に示される如き、目的とする接
合製品１０が製造されるのである。
【００３８】
　このようにして製造された接合製品１０にあっては、リブ付中空押出形材１４の長手方
向に延びる接合部２８が、フランジ部１６ａ，１６ｂの上下に、複数本（２本）ずつ形成
されており、接合の信頼性が極めて有利に高められているのである。
【００３９】
　従って、上述せる如き接合部材Ａと中空接合部材Ｂとを摩擦撹拌接合して得られる本発
明の接合製品及び接合構造は、例えば、自動車のスペースフレームや鉄道車両、建築用パ
ネルの枠体等の剛性の必要とされる構造部材に、有利に用いられることとなる。
【００４０】
　ところで、本発明は、上記した実施形態のものに限定して解釈されるものでは決してな
く、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、各種の変形を加えることが可能であって、
その別の実施形態が、図１０～図１４に示されている。なお、それら図１０～図１４にお
いて、上記実施形態と同様な構造とされた部材及び部位については、図中、それぞれ、上
述の実施形態と同一の符号を付与することにより、その詳細な説明を省略する。
【００４１】
　先ず、図１０には、本発明に従って製造される接合製品の別の実施形態が、斜視形態に
おいて、概略的に示されている。かかる図１０からも明らかなように、接合製品４５は、
上記の実施形態と同様に、接合部材Ａであるフランジ付押出形材４４のフランジ部４６ａ
，４６ｂ間に、中空接合部材Ｂであるリブ付中空押出形材４８の一端部が嵌入され、フラ
ンジ部４６ａ，４６ｂとリブ付中空押出形材４８とが重ね合わされた状態で、その重ね合
わせ部に対して、摩擦撹拌接合が施されてなる構造を有している。
【００４２】
　ここでは、図１０からも明らかなように、フランジ付押出形材４４として、長手の角パ
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イプ状の基部１３の側面板１８ｃから外方に向かって突出するフランジ部４６ａ，４６ｂ
の突出方向先端に位置する角部のうち、フランジ部４６ａ，４６ｂの対向方向内側の角部
が面取りされたもの用いられている。このため、フランジ付押出形材４４フランジ部４６
ａ，４６ｂの間に、リブ付中空押出形材４８の端部を嵌入する際の嵌入操作が、極めて容
易に行われ得るようになっている。
【００４３】
　なお、上記角部の面取り加工は、図１１に示されるように、フランジ部４６ａ，４６ｂ
の突出方向先端側の端面と面取り加工によって形成された面との為す、面取り角度：θが
、１５°～４５°となるように行われることが望ましい。この理由は、θが、４５°を超
えると、削り代が大きく、切削加工が困難となると共に、フランジ部４６ａ，４６ｂの突
出方向（図１１中、左右方向）に深く削り取られることとなって、この面取り加工が施さ
れた分だけ、摩擦撹拌接合の接合長さが短くなり、接合強度の低下を招来するからである
。また、１５°未満である場合には、面取り加工を施しても、その効果が得られず、つま
り、フランジ部４６ａ，４６ｂ間へのリブ付中空押出形材４８の嵌め込みやすさに影響が
なく、面取り加工を施してない状態と同じとなるからである。さらに、かかる面取り加工
は、フランジ部４６ａ，４６ｂの先端の厚み：Ｐが、元の厚み：Ｑの８０％以下（実質的
には、０％超）となるように実施されることが望ましい。なぜなら、先端の厚み：Ｐが、
元の厚み：Ｑの８０％を超える場合も、上記θが１５°未満の場合と同様に、面取り加工
を施しても、その効果が得られないからである。
【００４４】
　また、本実施形態においては、リブ付中空押出形材４８として、図１２に示されるよう
に、リブ２４ａ，２４ｂが設けられた上下面板部２０ａ，２０ｂの外表面に、上記実施形
態の断面矩形状の凸部３０とは違って、断面が台形状の凸部５０が設けられてなる構造の
ものが、採用されている。この実施形態においても、凸部５０の先端部が平坦化されてお
り、上記実施形態と同様に、接合時の面圧が各凸部５０に集中し、形材の平坦度に何等影
響を受けることなく、摩擦撹拌接合を行うことができるようになっている。
【００４５】
　かかる各凸部５０の大きさも、上記実施形態と同様の理由で設定されており、台形断面
における上底（先端部の幅）：Ｗａ1，Ｗｂ1は、それぞれ、摩擦撹拌接合で用いられる摩
擦撹拌接合工具のプローブの直径：Ｒよりも２ｍｍ以上大きく、且つ、対応するリブの厚
み：Ｔａ，Ｔｂと同じか、それよりも小さくされている。
【００４６】
　また、下底（基部の幅）：Ｗａ2，Ｗｂ2は、上底側からの面圧を有利に受けるべく、上
底：Ｗａ1，Ｗｂ1よりも大きくされている。これは、下底（基部の幅）：Ｗａ2，Ｗｂ2が
、上底：Ｗａ1，Ｗｂ1よりも小さくされた台形形状とされると、接合不良が惹起されるお
それがあるからである。また更に、下底（基部の幅）：Ｗａ2，Ｗｂ2の上限は、前述した
リブ２４ａ，２４ｂの厚みの上限と同様に、各面板部２０ａ，２０ｂにおける複数の凸部
５０の基部の幅の合計（Ｗａ2＋Ｗｂ2）が、左右外壁部２２ａ，２２ｂの対向面間の距離
：Ｄの１／２以下となるように設定されている。
【００４７】
　また、本実施形態においては、リブ２４ａ，２４ｂが形成された部位に対応する上下面
板部２０ａ，２０ｂの外表面の部分以外にも、左右外壁部２２ａ，２２ｂが形成された部
位に対応する上下面板部２０ａ，２０ｂの外表面の部分に、リブ付中空押出形材４８の長
手方向に延出する断面台形状の凸部５２がそれぞれ形成されている。これにより、リブ付
中空押出形材４８には、各面板部（２０ａ，２０ｂ）に、それぞれ、４つの凸部が形成さ
れているのである。また、それら各凸部５０，５２の突出高さ：Ｈは、ガタツキを防止す
るために、何れも同じ高さ（０．１５～０．５ｍｍ程度）とされている。
【００４８】
　そして、それらフランジ付押出形材４４とリブ付中空押出形材４８を摩擦撹拌接合して
、図１０に示される接合製品４５を得るには、上記実施形態と同様な手法で摩擦撹拌接合
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が実施されるのであるが、本実施形態では、フランジ付押出形材４４にリブ付中空押出形
材４８を嵌め込んだ後、摩擦撹拌接合操作を実施するのに先立って、それらが相互に動か
ないように、ＴＩＧ溶接やＭＩＧ溶接等にて、仮止めが施されている。この仮止めによっ
て、フランジ付押出形材４４とリブ付中空押出形材４８とが相対的に移動するようなこと
が効果的に防止され得て、摩擦撹拌接合がより一層有利に実施され得ているのである。な
お、本実施形態では、仮止めが、図１０に示されるように、フランジ部４６ａ，４６ｂの
先端部と各凸部５０，５２との重ね合わせ部分に対して、スポット溶接を実施することに
よって行われ、その部分に、溶接部５４が形成されている。
【００４９】
　また、このような本実施形態においても、リブ付中空押出形材４８が、その長手方向の
一部において、フランジ付押出形材４４のフランジ部４６ａ，４６ｂ間に挿入されている
ため、フランジ部４６ａ，４６ｂ間に嵌め込まれていないリブ付中空押出形材４８の各凸
部５０，５２が目印となって、フランジ部４６ａ，４６ｂを通じて、各凸部５０，５２（
リブ２４ａ，２４ｂ及び左右外壁部２２ａ，２２ｂ）に向かって、摩擦撹拌接合工具３６
のプローブ４０が差し込まれて、摩擦撹拌接合が容易に実施され得ている。
【００５０】
　しかも、本実施形態にあっては、リブ２４ａ，２４ｂに対応する部分だけでなく、左右
外壁部２２ａ，２２ｂに対応する部分においても、摩擦撹拌接合が実施されているところ
から、接合の信頼性がより一層効果的に高められているのである。
【００５１】
　また一方、図１３には、本発明に従って製造される接合製品の更に別の実施形態が、平
面形態において、概略的に示されている。かかる図１３からも明らかなように、接合製品
５６は、上記の実施形態と同様に、接合部材Ａであるフランジ付押出形材１２のフランジ
部１６ａ，１６ｂ間に、中空接合部材Ｂであるリブ付中空押出形材５８の一端部が嵌入さ
れた状態で、重ね摩擦撹拌接合が施されてなる構造を有しているが、ここでは、リブ付中
空押出形材５８が、フランジ付押出形材１２のフランジ部１６ａ，１６ｂ間に、直角では
なく、斜めに挿入された状態で接合されている。
【００５２】
　より具体的には、本実施形態では、中空接合部材Ｂとして、所定の角度をもって、斜め
に切断された中空押出形材が、用いられている。換言すれば、切断面６０と上下面板部２
０ａ，２０ｂの面との為す角がそれぞれ直角、切断面６０と左外壁部２２ａの面との為す
角が鈍角、及び切断面６０と右外壁部２２ｂの面との為す角が鋭角となるように切断され
た中空押出形材が、用いられている。このため、リブ付中空押出形材５８の切断面６０を
、フランジ付押出形材１２の側面板１８ｃに当接させると、図１３に示されるように、フ
ランジ付押出形材１２に対して、リブ付中空押出形材５８が斜めに傾斜した状態で配置さ
れるのである。
【００５３】
　このような本実施形態においても、リブ付中空押出形材５８が、その長手方向の一部に
おいて、フランジ付押出形材１２のフランジ部１６ａ，１６ｂ間に嵌入されているため、
フランジ部１６ａ，１６ｂ間に嵌め込まれていないリブ付中空押出形材５８の各凸部３０
が目印となって、フランジ部１６ａ，１６ｂを通じて各凸部３０に、プローブ４０が容易
に差し込まれて、摩擦撹拌接合が実施されている。また、本実施形態にあっても、リブ付
中空押出形材５８の長手方向に延びる接合部２８が、フランジ部１６ａ，１６ｂの上下に
、複数本ずつ形成されているところから、接合の信頼性が極めて有利に高められているの
である。
【００５４】
　さらに、図１４には、本発明に従って製造される接合製品の他の実施形態が、平面形態
において、概略的に示されている。かかる図１４に示される接合製品６２も、接合部材Ａ
であるフランジ付押出形材１２のフランジ部１６ａ，１６ｂ間に、中空接合部材Ｂである
リブ付中空押出形材１４が、その長手方向の一部が嵌入され、重ね合わされた状態で、摩
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擦撹拌接合が施されているが、ここでは、リブ付中空押出形材１４が、フランジ付押出形
材１２に対して平行に配置されている。より具体的には、本実施形態では、切断面３４で
はなく、リブ付中空押出形材１４の左外壁部２２ａが、フランジ付押出形材１２の側面板
１８ｃに当接された状態で、摩擦撹拌接合が施されている。
【００５５】
　このような本実施形態においても、リブ付中空押出形材１４が、その長手方向の一部に
おいて、フランジ付押出形材１２のフランジ部１６ａ，１６ｂ間に挿入されているところ
から、フランジ部１６ａ，１６ｂ間に嵌め込まれていないリブ付中空押出形材１４の各凸
部３０が目印となって、フランジ部１６ａ，１６ｂを通じて各凸部３０（リブ２４ａ，２
４ｂ）に、プローブ４０が容易に差し込まれて、摩擦撹拌接合が実施されている。また、
リブ付中空押出形材５８の長手方向に延びる接合部２８が、フランジ部１６ａ，１６ｂの
上下に、複数本ずつ形成されているところから、接合の信頼性も有利に高められているの
である。
【００５６】
　以上、本発明の具体的な構成について詳述してきたが、これはあくまでも例示に過ぎな
いのであって、本発明は、上記の記載によって、何等の制約を受けるものではない。
【００５７】
　例えば、上記実施形態では、接合部材Ａとして、長手の角パイプ状の基部１３の一方の
側面板１８ｃから外方に向かって突出するように平板状のフランジ部１６ａ，１６ｂが一
体的に設けられてなる構造の押出形材が用いられていたが、互いに対向して平行に延びる
平板状のフランジ部を備えた構造のものであれば、押出形材の如き展伸材の他にも、鋳造
材であっても何等差し支えないのである。また、接合部材Ａの形状も、上例に何等限定さ
れるものではなく、例えば、断面がＨ形のものを採用することも、勿論、可能である。
【００５８】
　また、上記実施形態では、中空接合部材Ｂとして、全体として、角パイプ状の中空の押
出形材（外壁部の断面形状が矩形状とされた押出形材）が採用されていたが、互いに対向
して平行に位置する面板部が、複数のリブにてそれぞれ一体的に連結されてなる構造のも
のであれば、その全体形状は、矩形状に何等限定されるものではなく、左右の外壁部が、
曲面状のもの（外壁部の断面形状が略長円形状のもの）であっても、或いは、左右の側壁
部が断面「く」字状とされたもの（外壁部の断面形状が略六角形状のもの）であっても、
勿論、採用可能である。
【００５９】
　また、リブ２４ａ，２４ｂの配設個数も何等限定されるものではなく、少なくとも２個
以上形成されておれば、リブの配設個数に応じた複数の接合部を形成することが可能とな
って、従来に比して信頼性の高い接合製品を製造することができる。なお、リブを、ｎ個
設けた場合（ｎは、２以上の整数）には、ｎ個のリブの合計厚みが、左右外壁部の対向面
間の距離（或いは上下面板部の内幅）：Ｄの１／２以下となるように、設定されることが
望ましい。なぜなら、１／２Ｄを超えると、中空形材を用いるメリットが没却されてしま
うおそれがあり、特に、合計厚みがＤと同程度となると、中実の形材を採用するのと同じ
になってしまうからである。
【００６０】
　さらに、上例では、フランジ付押出形材１２のフランジ部１６ａ，１６ｂと、リブ付中
空押出形材１４の上下面板部２０ａ，２０ｂが、上下に重ね合わされていたが、換言すれ
ば、上下に配置されたフランジ部１６ａ，１６ｂ間に、リブ付中空押出形材１４が水平に
挿入されていたが、フランジ部１６ａ，１６ｂの対向方向が水平方向となるように、フラ
ンジ付押出形材１２を配置して、リブ付中空押出形材１４を上下方向に移動させて、嵌め
込むことも勿論可能である。この場合にあっても、フランジ部の内側の面と凸部の突出端
面との間の間隙：Ｇが、それぞれ、０．０５～０．５ｍｍ、より好ましくは０．０５～０
．３ｍｍとされることが望ましい。
【００６１】
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　加えて、上例では、フランジ部１６ａ，１６ｂ間に挿入されていない部分の各凸部３０
を目印にして、フランジ部１６ａ，１６ｂの外表面上に印を付けることなく、プローブ４
０を差し込んで、摩擦撹拌接合を行っていたが、フランジ部１６ａ，１６ｂの外表面上に
印を付けて、摩擦撹拌接合を行うことも何等差し支えない。本発明においては、従来のも
のとは異なり、そのような目印を極めて容易に付けることができるのであり、その結果と
して、重ね摩擦撹拌接合を極めて良好な作業性をもって実施することができる。
【００６２】
　また、摩擦撹拌接合工具３６としても、摩擦撹拌接合に際して用いられる公知の各種の
回転工具が、何れも、適宜に選択されて用いられ得るのである。加えて、ショルダ部材３
８とプローブ４０とが一体的な構造とされたものの他、ショルダ部材３８とプローブ４０
とが別体に構成され、それぞれが別個に軸方向に移動可能とされた状態において、同軸的
に組み合わされてなる構造の複動式回転工具にあっても、有利に用いられ得るのである。
そして、そのような複動式回転工具としては、公知の各種のものが、適宜に選択されて用
いられることとなる。
【００６３】
　その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて種々なる変更、修正
、改良等を加えた態様において実施され得るものであり、また、そのような実施態様が、
本発明の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、
言うまでもないところである。
【実施例】
【００６４】
　以下に、本発明の実施例を幾つか示し、本発明を更に具体的に明らかにすることとする
が、本発明が、そのような実施例の記載によって、何等の制約をも受けるものでない。
【００６５】
　なお、下記の実施例１～３及び比較例１では、摩擦撹拌接合工具として、プローブ直径
：２．５ｍｍ、プローブ長さ：５ｍｍであるプローブが、ショルダ部材（肩径：８ｍｍ）
の先端部に同心的に設けられた回転工具を用いると共に、回転数：１０００ｒｐｍ、送り
速度：５００ｍｍ／分の条件で、摩擦撹拌接合を行った。
【００６６】
　先ず、接合部材Ａとして、図１５に示される如き断面が略「Ｈ」字状のアルミニウム合
金（６０６３－Ｔ４）製の押出形材を準備した。なお、接合部材Ａの各寸法は以下の通り
であった。
＜接合部材Ａ＞
　上フランジ部の突出長さ（ａ）：２４．５ｍｍ
　下フランジ部の突出長さ（ｂ）：２４．５ｍｍ
　上下フランジの対向面間距離（ｃ）：４９．５ｍｍ
　上下フランジの幅（ｄ）：４８．５ｍｍ
　厚み（上下フランジ部を含め、全体の厚み）：３ｍｍ
【００６７】
　一方、中空接合部材Ｂとして、２つのリブ（内壁）を有する、断面が略「目」字状のア
ルミニウム合金（６０６３－Ｔ４）製の中空押出形材を準備した。具体的には、実施例１
～３では、中空接合部材Ｂとして、上下面板部のリブが配設された部位の外表面に、それ
ぞれ、台形（実施例１，２）又は矩形（実施例３）の断面形状を呈する凸部が形成された
形材を準備する一方、比較例１では、凸部が何等形成されていない形材を準備した。なお
、それら実施例１～３及び比較例１に係る中空接合部材Ｂの各寸法を、下記表１に示す。
【００６８】
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【表１】

【００６９】
　そして、図１５に示されるように、上記接合部材Ａのフランジ部間に、実施例１～３及
び比較例１に係る中空接合部材Ｂの一方の端部を嵌入して、接合部材Ａのフランジ部と中
空接合部材Ｂの凸部が形成された面板部をそれぞれ重ね合わせた。その後、接合部材Ａと
中空接合部材Ｂが相互に動かないように、それらを固定した後、高速回転する摩擦撹拌接
合工具のプローブを、フランジ部を通じて、各凸部に差し込み、更に、各リブの延出方向
に沿って移動させることにより、摩擦撹拌接合を行った。
【００７０】
　その結果、凸部が形成された中空接合部材Ｂを用いた実施例１～３にあっては、フラン
ジ部の外表面に目印を付けなくとも、凸部を目印にして、リブに沿って摩擦撹拌接合を行
うことができたのに対し、凸部の無い中空接合部材Ｂを用いた比較例１では、目印を付け
ないと、リブの形成部位がわからず、摩擦撹拌接合にかなりの時間を要した。
【００７１】
　また、凸部が形成された中空接合部材Ｂを用いた実施例１～３に係る接合製品は、座屈
や接合不完全部等の欠陥が惹起されることなく、健全な接合部を有し、接合信頼性の極め
て高いものとなった。一方、凸部の無い中空接合部材Ｂを用いた比較例１に係る接合製品
にあっては、中空接合部材Ｂの平坦度に影響を受け、当接部が偏在するために、接合部に
おいて間隙（クリアランス）の大きい箇所が発生し易くなって、摩擦撹拌されたメタルが
間隙から逃げてしまい、メタル不足を惹起した。
【００７２】
　さらに、上記実施例で採用された接合部材Ａのフランジ部の対向方向内側に位置する角
部に、下記１）～５）に示されるように面取り加工を施して、上記実施例２で用いられた
中空接合部材Ｂを嵌入させて、嵌入のしやすさを評価した。
１）面取り角度θ：４５°、面取り後の先端部の厚み：２．４ｍｍ（元の８０％）
２）面取り角度θ：４５°、面取り後の先端部の厚み：略０ｍｍ（元の約０％）
３）面取り角度θ：１５°、面取り後の先端部の厚み：２．４ｍｍ（元の８０％）
４）面取り角度θ：４５°、面取り後の先端部の厚み：２．５５ｍｍ（元の８５％）
５）面取り角度θ：５０°、面取り後の先端部の厚み：１．５ｍｍ（元の５０％）
【００７３】
　その結果、上記１）～３）の場合は、面取り加工を施していない場合より、スムーズに
中空接合部材Ｂを挿入することができた。一方、上記４）及び５）の場合は、面取り加工
を施していない場合とあまり変わらなかった。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
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【図１】本発明に従って製造される接合製品の一例を部分的に示す斜視説明図である。
【図２】図１における平面説明図である。
【図３】図２におけるIII－III断面説明図である。
【図４】図１に示される接合製品の製造に用いられる中空接合部材Ｂの部分拡大断面説明
図である。
【図５】図１に示される接合製品の製造工程の一例を示す斜視説明図であって、接合部材
Ａのフランジ部間に中空接合部材Ｂの端部を嵌入させる前の状態を示している。
【図６】図１に示される接合製品の製造工程の他の一例を示す斜視説明図であって、接合
部材Ａのフランジ部間に中空接合部材Ｂの端部を嵌入させた状態を示している。
【図７】図１に示される接合製品の製造工程の他の一例を示す正面説明図であって、フラ
ンジ部と面板部との重ね合わせ部分に対して、摩擦撹拌接合工具のプローブが差し込まれ
る前の状態を示している。
【図８】図７におけるVIII－VIII断面説明図である。
【図９】図１に示される接合製品の製造工程の別の一例を示す部分拡大断面説明図であっ
て、摩擦撹拌接合工具のプローブが差し込まれた状態を示している。
【図１０】本発明に従って製造される接合製品の他の一例を部分的に示す斜視説明図であ
る。
【図１１】図１０に示されるフランジ部の先端を示す部分拡大断面説明図である。
【図１２】図１０に示される接合製品の製造に用いられる中空接合部材Ｂの部分拡大断面
説明図である。
【図１３】本発明に従って製造される接合製品の他の一例を部分的に示す平面説明図であ
る。
【図１４】本発明に従って製造される接合製品の更に別の一例を部分的に示す斜視説明図
である。
【図１５】実施例において製造された接合製品を示す斜視説明図である。
【符号の説明】
【００７５】
　１０，５６，６２　接合製品
　１２，４４　フランジ付押出形材　　　　１３　基部
　１４，４８，５８　リブ付中空押出形材
　１６ａ，１６ｂ，４６ａ，４６ｂ　フランジ部
　１８ａ，１８ｂ，１８ｃ　基部の面板　　２０ａ，２０ｂ　上下面板部
　２２ａ，２２ｂ　左右外壁部　　　　　　２４ａ，２４ｂ　リブ
　２６　コーナー部　　　　　　　　　　　２８　接合部
　３０，５０，５２　凸部　　　　　　　　３１　先端部
　３２　空隙部　　　　　　　　　　　　　３４，６０　切断面
　３６　摩擦撹拌接合工具　　　　　　　　３８　ショルダ部材
　４０　プローブ　　　　　　　　　　　　４２　摩擦撹拌領域
　５４　溶接部
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